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研究分野：ゲーム理論 

科研費の分科・細目：社会秩序学 

キーワード：刑事法学、ゲーム理論、証拠法、行動ゲーム理論 

 
１．研究計画の概要 

本研究は刑事訴訟法をゲーム理論や行動
経済学の分析手法により解析し、この法シス
テムが社会秩序に与える影響を明らかにす
る。特に被告人の供述の採取にまつわる問題
（黙秘権・自白の証拠能力などに関する問
題）に関心を寄せ、査察ゲームのモデルを基
本的な分析手法として用いる。標準的な理論
的分析に加えて、進展の著しい行動ゲーム理
論とその実験や進化ゲーム理論の研究で蓄
積されてきた実験に基づく科学的分析を本
研究では試みる。分析を通して法学者と経済
学者、それぞれの専門的な知見の溝を埋め、
これからの社会秩序政策の在り方を共同で
提起する。また、応用研究として懲罰的な意
味合いのある独占禁止法など産業の競争促
進政策に関する分析も進める。 

２．研究の進捗状況 

（１）罰金と教育刑はともに犯罪率を
低下させる．しかし，犯罪者の所得水準
が低い場合は，罰金の方が犯罪抑止力に
優れている．この結果は，経済発展の研
究と刑事罰の歴史的研究の融合という
新たな研究テーマの萌芽となる．  

（２）裁判官・裁判員が，冤罪や真犯
人を無罪にしてしまう事を恐れる心的
要因の強弱は，犯罪発生率に対して中立
的・無相関である．裁判員制度の設計に
重要な知見を与える分析結果である．  

（３）冤罪発生確率が最大値を持つよ
うな罰金刑・教育刑の水準が存在する場
合がある．つまり，刑を厳しくして犯罪
を抑止しても，冤罪が増える可能性があ
る．この状況は，証拠発生の確率分布に
関する複雑な仮定に依存していること
が判明した．冤罪の制御が現実的に難し

い点をモデルが表現していると言える． 

（４）応用研究として、ボトルネック
独占のある企業の垂直統合が独占禁止
政策のあり方に対して持つ含意をいく
つか明らかにした。  

３．現在までの達成度 

③ やや遅れている。 

（理由） 

証拠法の基本モデルの開発とその数学的
な一般化作業は順調に進んでいる。しかし、
本研究はこれらの実験研究を計画している。
そこで実験を低コストで実施可能にする
Web を使った新しいゲーム実験システムの
開発に取り組んだ。この開発に想定以上の時
間がかかった。 

４．今後の研究の推進方策 
昨年度、開発した実験システムの動作の安

定性がようやく確認された。今年度は、早急
に実験を数多く実施し、データ収集と統計的
分析を行う。 
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